
（仮称）シビックプライド醸成拠点整備運営事業　第１回変更箇所

公募資料等の名称 頁 項目 変更前 変更後

1 要求水準書 26

（５）建築施設整備要件
（観光交流センター）
（ア）外構
（ア）倉庫

観光交流センターの敷地内の西側にある倉庫及
び駐車場は、旧駐車場との通路やパティオとの
繋がりや動線を確保するために取り壊す。

観光交流センターの敷地内の西側にある倉庫及び駐車
場は、旧駐車場との通路やパティオとの繋がりや動線を
確保するために取り壊す。なお、倉庫内外に保管してあ
る不用品も撤去すること。
（赤字部分の追加）

2 別添資料10 ― ―
①－
②旧いちい信用金庫とパティオの間の万代塀に
ついて、「必要に応じて解体」と位置付け。

①観光交流センター敷地内にある解体するブロック塀の
図示。（追加）
②「解体箇所」として図示。（修正）

※図示の漏れによる変更であり、解体費は建設工事費
含まれている。


